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根拠条文について

本書の根拠条文において使用した略称の主なものは次のとおりです。

国年法………国民年金法 国年法附………国民年金法附則 厚年法………厚生年

金保険法 厚年法附………厚生年金保険法附則 法附�………国民年金法等の一部

を改正する法律（昭和60年法律第34号）附則 法附平⑹………国民年金法等の一部を

改正する法律（平成�年法律第95号）附則 法附平⑻………厚生年金保険法等の一部

を改正する法律（平成�年法律第82号）附則 法附平(12)………国民年金法等の一部

を改正する法律（平成12年法律第18号）附則 法附平(13)………厚生年金保険制度及

び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を

廃止する等の法律（平成13年法律第101号）附則 法附平(16)………国民年金法等の

一部を改正する法律（平成16年法律第104号）附則 社会保障特例法………社会保障

協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律（平成19年法律第104号）

機構法……日本年金機構法（平成19年法律第109号） 国年令………国民年金法施行

令 厚年令………厚生年金保険法施行令 措置令�………国民年金法等の一部を改

正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和61年政令第54号） 措置令平(16)

……平成十六年度，平成十七年度，平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び

厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関

する経過措置に関する政令（平成16年政令第298号） 改定政令………国民年金法に

よる改定率の改定等に関する政令（平成17年政令第92号） 年金機能強化法………公

的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正す

る法律（平成24年法律第62号） 被用者年金一元化法………被用者年金制度の一元化

等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号） 国

年法等の一部改正法………国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

（平成24年法律第99号） 持続可能性向上法………公的年金制度の持続可能性の向上

を図るための国民年金法等の一部を改正する法律（平成28年法律第114号）

また，例えば「厚年法�①−�」とあるのは，厚生年金保険法第�条第	項第�号で

あることを示しています。

なお，昭和60年第34号改正法等によって改正または廃止される前の各法令について

は，「旧」の文字を附してあります。
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第�章 国民年金と厚生年金保険の給付

第� 老齢基礎年金および老齢厚生年金
の受給要件と年金額

Ⅰ 老齢基礎年金

●老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は，昭和61年�月�日に60歳未満の人，つまり大正15年�

月�日以後に生まれた人を対象としています。ただし，昭和61年�月31日

以前にすでに被用者の年金制度の老齢(退職)年金の受給権のある人は，ひ

き続き旧制度の年金が支給されて，老齢基礎年金の対象とはなりません。

（法附�31）

老齢基礎年金は，加入期間が10年以上ある人が65歳に達したときに受け

られます（国年法26，法附�12）。年金機能強化法の改正により，平成29

年�月から，老齢基礎年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されてい

ます。

なお，65歳という支給開始年齢は，昭和16年�月�日以前に生まれた人

については，繰上げ支給の請求をすると60歳以上64歳までの希望する年齢

まで引き下げられ（国年法附�の�），繰下げ支給の申出をすると66歳以

上70歳までの希望する年齢まで引き上げられます（国年法28）。また，昭

和16年�月�日以後に生まれた人については，繰上げ支給の請求をすると

60歳以上65歳未満までの希望するとき（月）まで引き下げられ（国年令�

の	①），繰下げ支給の申出をすると66歳以上70歳までの希望するとき（月）

まで引き上げられます（国年令12①）。

●老齢基礎年金の年金額

本来の老齢基礎年金の年金額は780,900円に改定率（令和�年度は新規

裁定者，既裁定者ともに1.001）を乗じて得た額（780,900円×1.001≒

781,700円）とされています。

これによって令和�年度の老齢基礎年金の年金額は，781,700円（月額

65,141円）となります。（国年法27）

ただし，保険料納付済期間が40年（昭和16年�月�日以前に生まれた人

については，昭和36年�月�日からその人が60歳に達するまでの年数＝加

入可能年数）に不足する場合は，その不足する期間に応じた分だけ減額さ

れることになり，次の式で計算した額が支給されます。（法附�13）

保険 保険料 保険料 保険料 保険料
料納 全額免 3/4 免 1/2 免 1/4免⎛

⎝
⎞
⎠

⎛
⎝

⎞
⎠

⎛
⎝

⎞
⎠

⎛
⎝

⎞
⎠

⎛
⎝

⎞
⎠付済 除月数 除月数 除月数 除月数

月数 ×1/2 ×5/8 ×3/4 ×7/8

＋ ＋ ＋ ＋

781,700円×
480月

＊国庫負担割合が�分の�に引き上げられる前の平成21年�月以前に保険

料免除された期間については，全額免除期間は�分の�，�分の�免除

期間は�分の�，半額免除期間は�分の�，�分の�免除期間は�分の

	で，それぞれ計算されます。

＊上記の計算式の保険料免除期間には，学生の納付特例期間および納付猶

予期間は含まれません。

＊任意加入被保険者は，保険料納付済期間および保険料免除期間（保険料

の全額または一部免除期間）を合算した月数が480月に達したときに資

格を喪失することとなります。

振替加算

老齢厚生年金・退職共済年金等の配偶者加給年金額の対象となっていた

人のうち，昭和41年�月�日以前に生まれた人に支給される老齢基礎年金

には，受給者の生年月日に応じて224,900円×（�〜0.067）が加算されま

す（振替加算）。（法附�14）
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� 60歳台前半の在職老齢年金の調整

60歳台前半の在職老齢年金の調整の仕組みは，定額部分と報酬比例部分を合

わせた老齢厚生年金，報酬比例部分相当の老齢厚生年金，経過的な繰上げ支給

の老齢厚生年金のいずれにも共通に適用され，その仕組みは次のとおりとなっ

ています。（厚年法附11〜11の�，13の�①，法附平⑹21）

平成15年�月から総報酬制が導入されたことにより，従来は，標準報酬月額

と老齢厚生年金との間で調整が行われていましたが，総報酬制のもとでは，総

報酬月額相当額（標準報酬月額と老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日

の属する月以前の�年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した

額）と老齢厚生年金との間で調整が行われることになっています。

⑴ 総報酬月額相当額と老齢厚生年金を12で除して得た額（基本月額）との合

計額が28万円以下の場合

支給停止額＝�（全額支給）

⑵ 総報酬月額相当額と老齢厚生年金を12で除して得た額（基本月額）との合

計額が28万円を超える場合

①から④の場合に応じて，次の額を支給停止

① 基本月額が28万円以下で，総報酬月額相当額が47万円以下のとき

支給停止額＝(総報酬月額相当額＋基本月額−28万円)×�/�×12

② 基本月額が28万円以下で，総報酬月額相当額が47万円を超えるとき

支給停止額＝｛(47万円＋基本月額−28万円)×
�

�
＋(総報酬月額相当額

−47万円)｝×12

③ 基本月額が28万円を超え，総報酬月額相当額が47万円以下のとき

支給停止額＝総報酬月額相当額×
�

�
×12

④ 基本月額が28万円を超え，総報酬月額相当額が47万円を超えるとき

支給停止額＝｛47万円×
�

�
＋(総報酬月額相当額−47万円)｝×12

＊上記の計算式のうち，28万円は支給停止調整開始額，47万円は支給停止調整

変更額と呼ばれるものです。このうち支給停止調整開始額は，28万円に平成

17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率（新規裁定者の再評価

率の改定の基準となる率と同じ率で政令で定める率）を乗じて�万円単位で

変動した場合に改定されます。また，支給停止調整変更額は，48万円に平成

17年度以後の各年度の名目賃金変動率（前年の物価変動率に�年度前の実質

賃金変動率（�年平均値）を乗じて得た率）を乗じて�万円単位で変動した

場合に改定され，令和元（平成31）年度からは47万円に改定されています。

（厚年法附11②③，改定政令	②）

＊支給停止額が年金額を上回る場合，年金は全額支給停止となります。

＊28万円の支給停止調整開始額の改定については，再評価率の改定と同様にマ

クロ経済スライドによる未調整分の繰越しが行われます。（厚年令�の
②）

加給年金額の取扱い

加給年金額が加算されている場合，前記の支給の調整は加給年金額を除いた

老齢厚生年金の本体部分と基金代行部分（145頁）の年金額に基づいて行われ

ます。加給年金額については，本体部分と基金代行部分の年金が一部でも支給

されている間は全額支給となり，本体部分と基金代行部分の年金が全額支給停

止となったときには加給年金額も支給停止となります。

●60歳台前半の在職老齢年金の調整の計算例

以下の計算例は，151頁の「60歳台前半の在職老齢年金の調整」の⑴および

⑵の①〜④に該当する計算例です。

[例�］年金額120万円（基本月額10万円），総報酬月額相当額15万円（標準報

酬月額10万円，標準賞与額の合計60万円）の場合

基本月額＝120万円÷12＝10万円

総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円以下となりますので，151

頁の⑴に該当します。

支給停止額＝�円（全額支給）

[例�］年金額216万円（基本月額18万円），総報酬月額相当額30万円（標準報

酬月額22万円，標準賞与額の合計96万円）の場合

基本月額＝216万円÷12＝18万円
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第� 障害基礎年金および障害厚生年金
(障害手当金)の受給要件と年金額

Ⅰ 障害基礎年金

●障害基礎年金の受給要件

国民年金の被保険者期間中などに初診日がある場合

国民年金の被保険者期間中，または被保険者の資格を失った後でも60歳

以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある傷病によって，初

診日から�年�ヵ月たった日あるいは�年�ヵ月たたない間になおった日

（ともに障害認定日といいます)に,�級または�級の障害の状態にある場

合は，障害基礎年金が支給されます。ただし，初診日前に国民年金の保険

料を納めなければならない期間がある場合は，一定の保険料納付要件を満

たしていなければなりません。（国年法30）

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合（65歳未満）

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって，障害認定

日に，�級・�級の障害の状態にあれば，障害基礎年金が支給されます。

20歳前に初診日がある場合

20歳前に初診日がある場合には，20歳に達したとき（障害認定日が20歳

以後のときは障害認定日）に，�級または�級の障害の状態にあれば，障

害基礎年金が支給されます。（国年法30の�①②）

●障害基礎年金の年金額（令和�年度）

＜�級障害の場合＞ 977,125円（月額81,427円）＋子の加算額

＜�級障害の場合＞ 781,700円（月額65,141円）＋子の加算額

（国年法33・33の�①）

子の加算額は，�人目・�人目の子（�人につき）224,900円，�人目

以降の子（�人につき）75,000円です。

� 国民年金の被保険者期間中などに初診日がある場合
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Ⅱ 障害厚生年金

●障害厚生年金の受給要件

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって，障害認定

日に，�級または�級の障害の状態にある場合は，障害基礎年金と障害厚

生年金が支給されます（ただし，207頁を参照）。�級の障害の状態にある

場合は，厚生年金保険独自の障害厚生年金(�級)が支給されます。また，

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が�年以内になおり，

�級よりやや軽い障害が残ったときは，厚生年金保険独自の障害手当金(一

時金)が支給されます。いずれの場合も初診日前に国民年金の保険料を納

めなければならない期間があるときは，障害基礎年金と同じ一定の保険料

納付要件を満たしていなければなりません。（厚年法47，55）

●障害厚生年金（障害手当金）の年金額（令和�年度）

�級の場合（障害基礎年金が同時に支給されます）

障害厚生年金（報酬比例の年金額×1.25）＋配偶者加給年金額

＋障害基礎年金（977,125円・月額81,427円）＋子の加算額

�級の場合（障害基礎年金が同時に支給されます）

障害厚生年金（報酬比例の年金額×1.0）＋配偶者加給年金額

＋障害基礎年金（781,700円・月額65,141円）＋子の加算額

�級障害の場合

報酬比例の年金額×1.0

障害手当金の場合（一時金）

報酬比例の年金額×2.0

報酬比例の年金額は，次の式で計算した額です。

被保険者期間の全部または一部が平成15年�月前の場合の年金額

被保険者期間の全部または一部が平成15年�月前の人の報酬比例の年金

額は，次の式で計算した額となります。

平均標準報酬月額×
7.125

1000
×
平成15年�月以前の
被保険者期間の月数

＋

平均標準報酬額×
5.481

1000
×
平成15年�月以後の
被保険者期間の月数

この計算式における平均標準報酬額とは，平成15年�月以後の被保険者

期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した総

額を，被保険者期間の月数で除して得た額のことです。

＊被保険者期間が300月未満の場合については，上記の式で計算した年金

額に，300を全被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて，全体を300

月分に増額します。

従前額の保障

なお，上記の計算方法によって算出された額が，次の式で計算した額を

下回る場合には，次の式で計算した額が報酬比例の年金額となります。

平均標準報酬月額×
7.5

1000
×
平成15年�月以前の
被保険者期間の月数

＋⎛
⎝

平均標準報酬額×
5.769

1000
×
平成15年�月以後の
被保険者期間の月数

×1.000⎞
⎠

この計算式の平均標準報酬月額および平均標準報酬額の計算の基礎とな

る再評価率は，平成�年改正の再評価率となります。また，1.000は昭和

13年�月�日以後生まれの人の従前額改定率で，昭和13年�月�日以前生

まれの人の場合は1.002となります。（法附平⑿21①③，改定政令�①）

なお，平成14年�月以後の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する人

（平成27年�月31日に物価スライド特例措置のスライド率の特例を受けて

いた人に限る）の従前額改定率は，次のようになります。（措置令平⒃13

の�）

・平成15年�月以後の被保険者期間のみを有する人――1.031×0.972

・平成17年�月以後の被保険者期間のみを有する人――1.031×0.975

・平成22年�月以後の被保険者期間のみを有する人――1.031×0.979
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Ⅱ 遺族厚生年金

●遺族厚生年金の受給要件

厚生年金保険の被保険者などが死亡した場合

遺族厚生年金は，次の要件に該当する厚生年金保険の被保険者または被

保険者であった人が昭和61年�月�日以後に死亡した場合に，その人によ

って生計を維持されていたその人の妻，夫，子，父母，孫または祖父母に

支給されます。（厚年法58①・59①・65の�）

⑴ 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき

⑵ 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で，初診日から�

年以内に死亡したとき

⑶ �級または�級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

⑷ 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たし

た人が死亡したとき（いずれも保険料納付済期間と保険料免除期間を合

算した期間（合算対象期間を含む）が25年以上ある人となります）

＊子と孫は，18歳到達年度の末日までの間にあるか20歳未満で�級・�

級の障害のある人に限られます。

＊夫と父母，祖父母は55歳以上の人に限られ，60歳に達するまで支給停

止されます（ただし，遺族基礎年金を受けられる夫は55歳から支給さ

れます）。

なお，子のある配偶者または子には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給

されますが，子のない妻，夫，父母，祖父母などの場合は，厚生年金保険

独自の遺族厚生年金が支給されます。ただし，⑴，⑵の場合，死亡日前に

国民年金の保険料を納めていなければならない期間があるときは，死亡し

た人が遺族基礎年金と同じ一定の保険料納付要件を満たしていなければな

りません。

また，平成
年�月�日前の死亡については，死亡当時，夫，父母，祖父母

が55歳未満であっても，遺族厚生年金の受給権を取得した当時からひき続

いて�級または�級の障害の状態にある間は支給されます。（法附�72②）

短期の遺族厚生年金と長期の遺族厚生年金

遺族厚生年金では，前記の⑴から⑶までに該当したときは短期の遺族厚

生年金，⑷に該当したときは長期の遺族厚生年金と呼ばれて年金額の計算

などで扱いが異なっています。なお，短期と長期のいずれにも該当したと

きには，短期に該当したこととされますが，年金請求を行うときに遺族が

申し出れば，長期の遺族厚生年金とされます。（厚年法58②）

●遺族厚生年金の年金額（令和�年度）

⑴ 子のある配偶者が受ける場合（遺族基礎年金が同時に支給されます）

遺族厚生年金（報酬比例の年金額×
�
�

）

＋遺族基礎年金（781,700円・月額65,141円）＋子の加算額

⑵ 子が受ける場合（遺族基礎年金が同時に支給されます）

遺族厚生年金（報酬比例の年金額×
�
�

）

＋遺族基礎年金(781,700円・月額65,141円)＋�人目以降の子の加算額

⑶ 子のない中高齢の妻が受ける場合

遺族厚生年金（報酬比例の年金額×
�
�

）＋中高齢の加算

⑷ その他の人が受ける場合

遺族厚生年金（報酬比例の年金額×
�
�

）


報酬比例の年金額は，次の式で計算した額です。

被保険者期間の全部または一部が平成15年�月前の場合の年金額

被保険者期間の全部または一部が平成15年�月前の人の報酬比例の年金

額は，次の式で計算した額になります。

平均標準報酬月額×
7.125

1000
×
平成15年�月以前の
被保険者期間の月数

＋

平均標準報酬額×
5.481

1000
×
平成15年�月以後の
被保険者期間の月数

この計算式における平均標準報酬額とは，平成15年�月以後の被保険者

期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した総
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